
上三川町立中学校拠点校部活動実施要項 

 

上三川町教育委員会 

 

１ 目的 

（１）生徒のスポーツ・文化活動における多様なニーズに応える。 

（２）生徒数の減少に伴う学校の小規模化、指導者不足等の課題の解消を図る。 

（３）各学校における適正な部員数の確保及び指導者の安定化を図り、持続可能な部活 

動設置を目指す。 

（４）学校、地域、保護者等と連携した地域クラブ活動の推進につなげる。 

 

２ 実施について 

（１）運動部又は文化部活動（以下「部活動」という。）に参加を希望する生徒の在籍 

校に希望する部活動がない場合は、当該生徒を町内の拠点となる中学校が受け入 

れるものである。 

（２）生徒が希望する部活動に参加できる救済措置であり、勝利至上主義を目的とする 

ものではない。 

（３）在籍校の学校長は、拠点校部活動を実施する拠点校については、町内の隣接中学 

校と実施する等、生徒の安全面（移動手段、移動距離等）を考慮して申請するも 

のとする。 

 

３ 事業主体及び実施主体 

（１）事業主体：上三川町教育委員会 

（２）実施主体：上三川町立中学校 

 

４ 実施申請及び承諾 

（１）在籍校の学校長は、拠点校の学校長に拠点校部活動実施申請書（様式第１号）を 

提出する。 

（２）拠点校の学校長は、在籍校の学校長の申請に基づき、拠点校部活動の実施を承諾 

するときは、上三川町教育委員会教育長（以下「教育長」という。）及び在籍校 

の学校長に実施承諾書（様式第２号）を、教育長に拠点校部活動実施申請書（様 

式第３号）を提出する。 

（３）教育長は、在籍校及び拠点校の申請等に基づき、拠点校部活動の実施を決定する 

ときは、拠点校部活動実施決定書（様式第４号）を拠点校及び在籍校の学校長に 

送付する。 

（４）教育委員会事務局は、河内地区学校体育連盟に運動部活動に係る拠点校部活動実 

施決定書の写しを、河内地区中学校文化連盟に文化部活動に係る拠点校部活動実 

施決定書の写しを送付する。 

 

５ 実施期間 

原則として、１年度単位とする。（継続可） 

 

６ 生徒が拠点校部活動に参加できる条件 



（１）在籍校に希望する部活動が設置されていないこと。 

（２）保護者は、在籍校の学校長に参加申込書兼保護者同意書（様式第５号）を提出す 

ること。 

（３）在籍校から拠点校への移動方法は、各学校間で適した移動手段（保護者等の送迎、 

デマンド交通「かみたん号」、タクシー、自転車等）を用いること。なお、移動費用
は自己負担とする。 

 

７ 拠点校部活動の参加について 

（１）生徒は、拠点校の部活動方針（活動日、大会参加等）、規約等に従い活動すると 

ともに、活動中は拠点校の生活指導に従うこと。 

（２）部活動を休むときは、生徒又は保護者が拠点校の部活動顧問に連絡すること。 

（３）在籍校の学習活動、行事等の日程が、拠点校の部活動と重なった場合は、原則と 

して在籍校の活動を優先すること。 

（４）在籍校での部活動参加については、在籍校の部活動顧問及び拠点校の承認を得る 

こと。 

（５）生徒又は保護者が拠点校の部活動方針、規約等に従わない場合には、拠点校の学 

校長が拠点校部活動を中止することができる。 

 

８ 大会等の参加について 

（１）大会等への参加に当たっては、主催者が定める大会要項等に従うこと。 

（２）大会等への参加に当たっての事務は、拠点校が行うこと。 

 

９ 事故への対応について 

（１）拠点校部活動における事故対応、生徒指導等については、原則として拠点校が行 

い、必要に応じ在籍校と連携して対応する。 

（２）活動中の事故等に関する独立行政法人日本スポーツ振興センターへの請求手続等 

は、在籍校が行う。 

10 その他 

（１）拠点校は、生徒及び保護者に拠点校部活動の活動内容等について、ホームペー 

ジ等により周知する。 

（２）活動時間が１時間を確保できないとき（冬季期間等）は、拠点校の部活動顧問 

と在籍校の拠点校部活動の担当者とが活動内容について協議し決定する。 

（３）その他拠点校部活動の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

 

 

 

 

 

 


